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蜜蜂の腐蛆病検査を実施します
県内で飼育されている蜜蜂を対象に「蜜蜂の腐蛆病検査」を実施します。

検査日程等については後日お電話します。 検査時の立会い等、ご協力をお願いします。

※既に検査済みの方へも この家畜衛生情報を送付しますので、ご承知願います。

☞腐蛆病（ふそびょう）とは
腐蛆病菌（細菌）が原因で、蜜蜂の幼虫が腐って死んでしまう病気です。

家畜伝染病予防法で監視伝染病に指定されています。

家畜伝染病予防法第５条で業者・個人問わず蜜蜂の飼育者は、

腐蛆病の発生予防のため検査を受ける必要があります。

☞もし腐蛆病が見つかったら？
法律に基づき、巣箱及び巣脾は焼却処分となります。

また、発生場所から半径２km以内の蜜蜂は移動禁止となります。

日頃からの適切な蜂の管理をお願いします。

☞手数料はかかるの？

１群（箱）につき４５円

（例）８群（箱）を検査した場合 ８×４５円＝３６０円

検査の流れ 《所要時間：10～15分程度》

① 書類（申請書等）に記入していただきます。

    併せて、飼養管理状況等をお伺いします。

② 巣箱を開けて巣脾を取り出していただき、目視で

異常の有無を確認します。

（開ける自信が無い方は職員がお手伝いします）

③ 異常が無ければ検査終了です。異常がある場合は、

巣の一部を所に持ち帰り、詳しく検査を行います。
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